
企
業
局
管
理
規
程

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

企
業
局
訓
令

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
期
末
手
当
及
び
奨
励
手
当
支
給
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
一
四

大
分
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

大
分
県
企
業
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五

〇
企
業
局
管
理
規
程

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長

高

野

信

一

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
月
額
は
、
」
の
下
に
「
同
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
次
項
に
お

い
て
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
三
千
円
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号

及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
」
を
「
第
二
号
か
ら
第
五
号
」
に
改
め
、
「
配
偶
者
、
」
、
「
（
以
下
「
八
級
職

員
」
と
い
う
。
）
」
及
び
「
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
た
る
子
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
円
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
配
偶
者
、
」
を
削
り
、
同

条
第
二
項
中
「
（
以
下
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
特
定
期
間
」
を
「
当
該
期
間
」
に
改
め

る
。第

十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
四
条

条
例
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受

け
て
い
る
者
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

一

職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
、
兄
弟
姉
妹
等
受
け
る
扶
養
手
当
又
は
民
間
事
業
所
そ
の
他
の
こ
れ
に
相
当
す
る
手
当
の
支
給

の
基
礎
と
な
つ
て
い
る
者

二

年
額
百
三
十
万
円
以
上
の
恒
常
的
な
所
得
が
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
者

２

扶
養
手
当
は
、
給
料
の
支
給
方
法
に
準
じ
て
支
給
す
る
。

第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
百
分
の
十
五
」
を
「
百
分
の
十
二
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百

分
の
十
二
」
を
「
百
分
の
八
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
四
」
に
改
め
、
同
項

第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
る
。

第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

条
例
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
当
該
職
員
に
支
給
す
る
地
域
手
当
に
つ
い
て
は
、
当
該
異
動
等
の
日
か

ら
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
当
該
各
号
の
定
め
る
割
合
が
異
動

等
後
の
支
給
割
合
（
企
業
局
長
が
定
め
る
級
地
の
変
更
に
よ
り
、
異
動
等
後
の
支
給
割
合
が
当
該
異
動
等

の
後
に
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
異
動
等
後
の
支
給
割
合
）
以
下
と
な
る
と
き

は
、
そ
の
以
下
と
な
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
給
料
、
管
理
職
手

当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
月
額
の
地
域
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
当
該
異
動
等
の
日
か
ら
二
年

を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
更
に
在
勤
す
る
地
域
又
は
公
署
を
異
に
し
て
異
動
し
た
場
合
そ
の
他
企
業
局
長

の
定
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
に
対
す
る
地
域
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
企
業
局
長
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

一

当
該
異
動
等
の
日
か
ら
同
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間

異
動
等
前
の
支
給
割
合
（
異
動

等
前
の
支
給
割
合
が
当
該
異
動
等
の
後
に
企
業
局
長
が
定
め
る
級
地
の
変
更
に
よ
り
当
該
異
動
等
の
日

の
前
日
の
異
動
等
前
の
支
給
割
合
を
超
え
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
異
動
等
の
日
の
前
日
の
異
動
等

前
の
支
給
割
合
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

当
該
異
動
等
の
日
か
ら
同
日
以
後
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
前
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除

く
。
）
異
動
等
前
の
支
給
割
合
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
割
合

目

次

令

和

七

年

（ 月 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

二
六

三
月
三
十
一
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

一



第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
ア
中
「
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
十
五
条
の
八
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
企
業
局
長
に
お
い
て
居
住
の
実
情
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

と
し
て
企
業
局
長
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。

第
十
五
条
の
九
第
一
項
中
「
欠
く
に
至
つ
た
日
」
の
下
に
「
（
企
業
局
長
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
企
業
局
長
が
定
め
る
日
）
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
五
万
五
千
円
」
を
「
八
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公

署
の
移
転
前
の
通
勤
時
間
よ
り
長
時
間
の
通
勤
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等
の
通
勤
の
実
情
の
」
を

「
通
勤
の
実
情
」
に
改
め
、
「
そ
の
利
用
に
よ
り
通
勤
時
間
が
三
十
分
以
上
短
縮
さ
れ
る
と
企
業
局
長
が
認

め
る
も
の
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
で
そ
の
利
用
が
前
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て

通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
を
削
る
。

第
十
七
条
第
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６

支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
支
給
日
前
に
お
い
て
離
職
（
職
員
が
離
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日

（
当
該
翌
日
が
大
分
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
大
分
県
条
例
第
二
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
県
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
翌
日
後
に
お
い
て
当
該
翌
日
に
最
も
近
い
県
の
休
日
で

な
い
日
を
含
む
。
）
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
離
職
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
を
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
は
、
当
該
通
勤
手
当
を
そ
の
際
支
給
す
る
。

第
十
七
条
の
六
第
六
号
中
「
新
た
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
」
を
「
新
た
に
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
こ
と
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事
由
発
生
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第

七
号
中
「
新
た
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
」
を
「
事
由
発
生
に
伴
い
」
に
、
「
「
採
用
」
を
「
「
事
由
発

生
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
八
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
企
業
局
長
に
お
い
て
配
偶
者
等
と
の
別
居
の
状
況
等
を
認
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
企
業
局
長
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。

第
十
七
条
の
九
第
一
項
中
「
欠
く
に
至
っ
た
日
」
の
下
に
「
（
企
業
局
長
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
日
以
降
の
日
で
企
業
局
長
が
定
め
る
日
）
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
九
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
在
宅
勤
務
等
手
当
）

第
十
七
条
の
十

条
例
第
四
条
の
七
に
定
め
る
在
宅
勤
務
等
手
当
の
月
額
は
、
三
千
円
と
す
る
。

２

条
例
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
企
業
局
長
が
定
め
る
場
所
及
び
期
間
の
ほ
か
、
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支

給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
県
職
員
の
例
に
よ
る
。

第
二
十
二
条
の
二
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
条
例
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給

し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が
し
た
同
条
第
二
項
の
勤
務
は
、
同
条
第
一
項
の
勤
務
と
み
な

す
。

一

条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
場
合

二

条
例
第
九
条
の
二
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
場
合

第
二
十
五
条
第
五
項
第
一
号
の
表
の
係
長
級
の
項
中
「
四
級
四
十
一
号
給
」
を
「
四
級
三
十
三
号
給
」
に

改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
及
び
初
任
給
調
整
手
当
」
を
「
、
初
任
給
調
整
手
当
及
び
在
宅
勤
務
等
手
当
」
に
改
め

る
。別

表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

二



職員
の区
分

職務の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 ９ 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１ １８４，２００ ２３０，９００ ２６６，３００ ２９９，９００ ３２２，５００ ３５６，５００ ４０９，８００ ４６０，０００ ５１２，１００
２ １８５，３００ ２３２，４００ ２６７，３００ ３０１，４００ ３２４，３００ ３５８，２００ ４１１，７００ ４６５，５００ ５１９，０００
３ １８６，５００ ２３３，９００ ２６８，３００ ３０２，９００ ３２６，１００ ３５９，８００ ４１３，６００ ４７０，６００ ５２４，３００
４ １８７，６００ ２３５，４００ ２６９，３００ ３０４，３００ ３２７，８００ ３６１，４００ ４１５，４００ ４７５，３００ ５２８，６００

５ １８８，７００ ２３６，９００ ２７０，３００ ３０５，７００ ３２９，５００ ３６３，１００ ４１７，３００ ４７９，３００ ５３２，１００
６ １９０，４００ ２３８，４００ ２７１，３００ ３０６，８００ ３３１，２００ ３６４，９００ ４１９，１００ ４８２，８００ ５３５，４００
７ １９２，０００ ２３９，９００ ２７２，３００ ３０７，８００ ３３２，９００ ３６６，４００ ４２０，９００ ４８５，８００ ５３８，４００
８ １９３，６００ ２４１，４００ ２７３，３００ ３０９，１００ ３３４，６００ ３６８，０００ ４２２，７００ ４８８，３００ ５４０，９００

９ １９５，２００ ２４２，９００ ２７４，３００ ３１０，３００ ３３６，３００ ３６９，４００ ４２４，３００ ４９０，３００ ５４２，９００
１０ １９６，９００ ２４４，３００ ２７５，３００ ３１１，９００ ３３８，０００ ３７１，０００ ４２５，８００
１１ １９８，５００ ２４５，７００ ２７６，３００ ３１３，５００ ３３９，７００ ３７２，６００ ４２７，３００
１２ ２００，１００ ２４７，１００ ２７７，４００ ３１５，１００ ３４１，３００ ３７４，１００ ４２８，８００

１３ ２０１，８００ ２４８，３００ ２７８，４００ ３１６，６００ ３４２，８００ ３７６，０００ ４３０，３００
１４ ２０３，５００ ２４９，５００ ２７９，７００ ３１８，２００ ３４４，４００ ３７７，９００ ４３１，６００
１５ ２０５，２００ ２５０，７００ ２８１，０００ ３１９，８００ ３４６，０００ ３７９，８００ ４３２，９００
１６ ２０６，９００ ２５１，９００ ２８２，３００ ３２１，４００ ３４７，５００ ３８１，６００ ４３４，１００

１７ ２０８，２００ ２５３，０００ ２８３，６００ ３２２，９００ ３４８，９００ ３８３，１００ ４３５，３００
１８ ２０９，８００ ２５４，１００ ２８４，９００ ３２４，６００ ３５０，６００ ３８４，９００ ４３６，６００
１９ ２１１，４００ ２５５，３００ ２８６，１００ ３２６，２００ ３５２，２００ ３８６，６００ ４３７，９００
２０ ２１２，９００ ２５６，４００ ２８７，３００ ３２７，８００ ３５３，８００ ３８８，２００ ４３９，１００

２１ ２１４，４００ ２５７，４００ ２８８，４００ ３２９，２００ ３５５，０００ ３９０，０００ ４４０，３００
２２ ２１６，０００ ２５８，４００ ２８９，６００ ３３０，９００ ３５６，５００ ３９１，４００ ４４１，１００
２３ ２１７，６００ ２５９，４００ ２９０，９００ ３３２，６００ ３５８，０００ ３９２，８００ ４４１，９００
２４ ２１９，２００ ２６０，４００ ２９２，２００ ３３４，２００ ３５９，５００ ３９４，２００ ４４２，７００

２５ ２２０，８００ ２６１，４００ ２９３，５００ ３３５，４００ ３６１，２００ ３９５，６００ ４４３，４００
２６ ２２２，５００ ２６２，３００ ２９４，５００ ３３７，４００ ３６３，１００ ３９６，８００ ４４４，０００
２７ ２２３，８００ ２６３，２００ ２９５，５００ ３３９，１００ ３６４，８００ ３９８，０００ ４４４，６００
２８ ２２５，１００ ２６４，１００ ２９６，６００ ３４０，７００ ３６６，５００ ３９９，０００ ４４５，２００

２９ ２２６，４００ ２６４，９００ ２９７，７００ ３４２，２００ ３６７，９００ ４００，１００ ４４５，９００
３０ ２２７，５００ ２６５，７００ ２９８，９００ ３４３，８００ ３６９，２００ ４０１，３００ ４４６，７００
３１ ２２８，７００ ２６６，５００ ３００，０００ ３４５，４００ ３７０，４００ ４０２，４００ ４４７，１００
３２ ２２９，８００ ２６７，３００ ３０１，２００ ３４７，０００ ３７１，８００ ４０３，５００ ４４７，８００

３３ ２３０，９００ ２６８，０００ ３０２，４００ ３４８，７００ ３７２，９００ ４０４，２００ ４４８，３００
３４ ２３２，０００ ２６８，８００ ３０３，７００ ３５０，５００ ３７３，８００ ４０４，９００ ４４８，７００
３５ ２３３，１００ ２６９，６００ ３０５，０００ ３５２，３００ ３７４，８００ ４０５，６００ ４４９，１００
３６ ２３４，２００ ２７０，３００ ３０６，３００ ３５４，１００ ３７５，９００ ４０６，３００ ４４９，５００

３７ ２３５，３００ ２７１，０００ ３０７，６００ ３５５，６００ ３７６，７００ ４０６，９００ ４４９，９００
３８ ２３６，３００ ２７１，８００ ３０９，０００ ３５７，０００ ３７７，６００ ４０７，５００ ４５０，３００
３９ ２３７，３００ ２７２，６００ ３１０，３００ ３５８，４００ ３７８，５００ ４０８，０００ ４５０，７００
４０ ２３８，２００ ２７３，３００ ３１１，６００ ３５９，８００ ３７９，３００ ４０８，４００ ４５１，０００

別表第一（第二条関係）
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４１ ２３９，１００ ２７４，０００ ３１２，９００ ３６１，３００ ３８０，１００ ４０８，８００ ４５１，３００
４２ ２４０，０００ ２７４，８００ ３１４，２００ ３６２，１００ ３８０，９００ ４０９，０００ ４５１，７００
４３ ２４０，８００ ２７５，６００ ３１５，５００ ３６３，２００ ３８１，７００ ４０９，３００ ４５２，０００
４４ ２４１，６００ ２７６，３００ ３１６，６００ ３６４，２００ ３８２，４００ ４０９，６００ ４５２，３００

４５ ２４２，３００ ２７７，０００ ３１７，５００ ３６５，１００ ３８３，１００ ４０９，９００ ４５２，６００
４６ ２４２，９００ ２７７，７００ ３１８，８００ ３６６，２００ ３８３，８００ ４１０，２００
４７ ２４３，５００ ２７８，４００ ３２０，１００ ３６７，１００ ３８４，５００ ４１０，５００
４８ ２４４，１００ ２７９，１００ ３２１，４００ ３６８，１００ ３８５，２００ ４１０，８００

４９ ２４４，７００ ２７９，８００ ３２２，６００ ３６９，０００ ３８５，７００ ４１１，０００
５０ ２４５，３００ ２８０，５００ ３２３，９００ ３６９，７００ ３８６，３００ ４１１，３００
５１ ２４５，９００ ２８１，２００ ３２５，１００ ３７０，４００ ３８６，９００ ４１１，６００
５２ ２４６，４００ ２８２，０００ ３２６，３００ ３７１，０００ ３８７，６００ ４１１，９００

５３ ２４６，９００ ２８２，６００ ３２７，６００ ３７１，４００ ３８８，０００ ４１２，１００
５４ ２４７，３００ ２８３，３００ ３２８，７００ ３７２，０００ ３８８，６００ ４１２，４００
５５ ２４７，６００ ２８３，９００ ３２９，８００ ３７２，７００ ３８９，３００ ４１２，７００
５６ ２４７，９００ ２８４，６００ ３３０，９００ ３７３，４００ ３８９，８００ ４１３，０００

５７ ２４８，２００ ２８５，２００ ３３１，６００ ３７３，７００ ３９０，２００ ４１３，２００
５８ ２４８，５００ ２８５，９００ ３３２，５００ ３７４，４００ ３９０，８００ ４１３，５００
５９ ２４８，８００ ２８６，５００ ３３３，２００ ３７５，１００ ３９１，４００ ４１３，８００

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

６０ ２４９，１００ ２８７，２００ ３３４，０００ ３７５，７００ ３９１，９００ ４１４，０００

６１ ２４９，４００ ２８７，８００ ３３４，８００ ３７６，０００ ３９２，３００ ４１４，２００
６２ ２４９，７００ ２８８，５００ ３３５，２００ ３７６，５００ ３９２，８００ ４１４，５００
６３ ２５０，０００ ２８９，１００ ３３５，９００ ３７７，１００ ３９３，３００ ４１４，８００
６４ ２５０，３００ ２８９，６００ ３３６，６００ ３７７，７００ ３９３，９００ ４１５，０００

６５ ２５０，６００ ２９０，１００ ３３７，４００ ３７８，０００ ３９４，２００ ４１５，２００
６６ ２５０，９００ ２９０，７００ ３３８，１００ ３７８，６００ ３９４，６００ ４１５，５００
６７ ２５１，２００ ２９１，２００ ３３８，８００ ３７９，３００ ３９５，０００ ４１５，８００
６８ ２５１，５００ ２９１，８００ ３３９，４００ ３７９，９００ ３９５，４００ ４１６，１００

６９ ２５１，８００ ２９２，３００ ３３９，９００ ３８０，３００ ３９５，７００ ４１６，３００
７０ ２５２，１００ ２９２，８００ ３４０，５００ ３８０，８００ ３９６，０００ ４１６，６００
７１ ２５２，４００ ２９３，４００ ３４１，０００ ３８１，４００ ３９６，３００ ４１６，９００
７２ ２５２，７００ ２９４，０００ ３４１，６００ ３８１，９００ ３９６，５００ ４１７，１００

７３ ２５３，０００ ２９４，５００ ３４１，９００ ３８２，４００ ３９６，７００ ４１７，３００
７４ ２５３，３００ ２９５，０００ ３４２，４００ ３８３，０００ ３９７，０００
７５ ２５３，６００ ２９５，４００ ３４２，８００ ３８３，５００ ３９７，３００
７６ ２５３，９００ ２９５，７００ ３４３，２００ ３８３，８００ ３９７，５００

７７ ２５４，２００ ２９５，９００ ３４３，６００ ３８４，２００ ３９７，７００
７８ ２５４，５００ ２９６，２００ ３４４，１００ ３８４，７００ ３９８，０００
７９ ２５４，８００ ２９６，４００ ３４４，６００ ３８５，１００ ３９８，３００
８０ ２５５，２００ ２９６，７００ ３４５，１００ ３８５，５００ ３９８，５００

８１ ２５５，５００ ２９６，９００ ３４５，４００ ３８５，９００ ３９８，７００
８２ ２５５，８００ ２９７，１００ ３４５，８００ ３８６，４００ ３９９，０００
８３ ２５６，１００ ２９７，４００ ３４６，２００ ３８６，８００ ３９９，３００
８４ ２５６，４００ ２９７，６００ ３４６，６００ ３８７，２００ ３９９，５００

８５ ２５６，７００ ２９７，９００ ３４６，９００ ３８７，５００ ３９９，７００
８６ ２５７，０００ ２９８，２００ ３４７，３００ ３８８，０００ ４００，０００
８７ ２５７，３００ ２９８，５００ ３４７，７００ ３８８，４００ ４００，３００
８８ ２５７，６００ ２９８，８００ ３４８，１００ ３８８，８００ ４００，５００

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

四



８９ ２５７，９００ ２９９，１００ ３４８，３００ ３８９，１００ ４００，７００
９０ ２５８，２００ ２９９，４００ ３４８，７００ ３８９，７００
９１ ２５８，５００ ２９９，７００ ３４９，１００ ３９０，１００
９２ ２５８，８００ ３００，１００ ３４９，５００ ３９０，５００

９３ ２５９，１００ ３００，３００ ３４９，７００ ３９０，８００
９４ ３００，５００ ３５０，１００
９５ ３００，８００ ３５０，５００
９６ ３０１，２００ ３５０，８００

９７ ３０１，４００ ３５１，１００
９８ ３０１，７００ ３５１，５００
９９ ３０２，１００ ３５１，９００
１００ ３０２，５００ ３５２，３００

１０１ ３０２，７００ ３５２，８００
１０２ ３０３，０００ ３５３，２００
１０３ ３０３，３００ ３５３，６００
１０４ ３０３，６００ ３５４，０００

１０５ ３０３，８００ ３５４，５００
１０６ ３０４，１００ ３５４，９００
１０７ ３０４，４００ ３５５，２００
１０８ ３０４，７００ ３５５，５００

１０９ ３０４，９００ ３５６，０００
１１０ ３０５，３００
１１１ ３０５，７００
１１２ ３０６，０００

１１３ ３０６，２００
１１４ ３０６，４００
１１５ ３０６，７００
１１６ ３０７，１００

１１７ ３０７，３００
１１８ ３０７，５００
１１９ ３０７，８００
１２０ ３０８，１００

１２１ ３０８，５００
１２２ ３０８，８００
１２３ ３０９，１００
１２４ ３０９，４００

１２５ ３０９，７００

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１９２，７００ ２２０，３００ ２６１，０００ ２８０，７００ ２９６，０００ ３２１，８００ ３６４，１００ ３９７，７００ ４４９，７００

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

五



別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

六



昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １ １
２ １ １ １ １ １ １ １ ２
３ １ １ １ １ １ １ １ ３
４ １ １ １ １ １ １ １ ４
５ １ １ １ １ １ １ １ ５
６ １ １ １ １ １ １ １ ５
７ １ １ １ １ １ １ １ ５
８ １ １ １ １ １ １ １ ５
９ １ １ １ １ １ １ １ ５
１０ １ １ １ ２ １ １ １
１１ １ １ １ ３ １ １ １
１２ １ １ １ ４ １ １ １
１３ １ １ １ ５ １ １ ２
１４ １ １ １ ６ ２ １ ２
１５ １ １ １ ７ ３ １ ２
１６ １ １ １ ８ ４ １ ２
１７ １ １ １ ９ ５ １ ２
１８ １ １ １ １０ ６ ２ ３
１９ １ １ １ １１ ７ ３ ３
２０ １ １ １ １２ ８ ４ ３
２１ １ １ １ １３ ９ ５ ３
２２ １ ２ ２ １４ １０ ５ ４
２３ １ ３ ３ １５ １１ ６ ４
２４ １ ４ ４ １６ １２ ６ ４
２５ １ ５ ５ １７ １３ ７ ４
２６ １ ６ ６ １８ １４ ７ ４
２７ １ ７ ７ １９ １５ ８ ４
２８ １ ８ ８ ２０ １６ ８ ４
２９ １ ９ ９ ２１ １７ ９ ５
３０ １ １０ １０ ２２ １８ ９ ５
３１ １ １１ １１ ２３ １９ １０ ５
３２ １ １２ １２ ２４ ２０ １０ ５
３３ １ １３ １３ ２５ ２１ １１ ５
３４ ２ １４ １４ ２６ ２２ １１ ５
３５ ３ １５ １５ ２７ ２３ １２ ５
３６ ４ １６ １６ ２８ ２４ １２ ５
３７ ５ １７ １７ ２９ ２５ １３ ５
３８ ６ １８ １８ ３０ ２６ １３ ５
３９ ７ １９ １９ ３１ ２７ １３ ５
４０ ８ ２０ ２０ ３２ ２８ １３ ５
４１ ９ ２１ ２１ ３３ ２９ １４ ５
４２ １０ ２２ ２２ ３４ ２９ １４ ５
４３ １１ ２３ ２３ ３５ ３０ １４ ５
４４ １２ ２４ ２４ ３６ ３０ １４ ５
４５ １３ ２５ ２５ ３７ ３１ １５ ５

別表第四 （第四条関係）
昇格時号給対応表

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

七



４６ １４ ２６ ２６ ３８ ３１ １５
４７ １５ ２７ ２７ ３９ ３２ １５
４８ １６ ２８ ２８ ４０ ３２ １５
４９ １７ ２９ ２９ ４１ ３３ １５
５０ １８ ３０ ３０ ４２ ３３ １５
５１ １９ ３１ ３１ ４３ ３４ １５
５２ ２０ ３２ ３２ ４４ ３４ １５
５３ ２１ ３３ ３３ ４５ ３５ １５
５４ ２１ ３３ ３４ ４６ ３５ １５
５５ ２２ ３４ ３５ ４７ ３６ １５
５６ ２２ ３４ ３６ ４８ ３６ １５
５７ ２３ ３５ ３７ ４９ ３７ １５
５８ ２３ ３５ ３７ ５０ ３７ １５
５９ ２４ ３６ ３７ ５１ ３８ １５
６０ ２４ ３６ ３８ ５２ ３８ １５
６１ ２５ ３７ ３８ ５３ ３８ １５
６２ ２５ ３８ ３８ ５４ ３８ １５
６３ ２６ ３９ ３９ ５５ ３８ １５
６４ ２６ ４０ ３９ ５６ ３８ １５
６５ ２７ ４１ ３９ ５７ ３８ １５
６６ ２７ ４１ ４０ ５８ ３８ １６
６７ ２８ ４２ ４０ ５９ ３８ １６
６８ ２８ ４２ ４０ ６０ ３８ １６
６９ ２９ ４３ ４１ ６０ ３９ １６
７０ ２９ ４３ ４１ ６０ ３９ １６
７１ ２９ ４４ ４１ ６０ ３９ １６
７２ ３０ ４４ ４２ ６０ ３９ １６
７３ ３０ ４５ ４２ ６１ ３９ １７
７４ ３０ ４５ ４２ ６１ ３９
７５ ３１ ４５ ４３ ６１ ３９
７６ ３１ ４５ ４３ ６１ ３９
７７ ３１ ４５ ４３ ６１ ３９
７８ ３２ ４６ ４４ ６２ ３９
７９ ３２ ４６ ４４ ６２ ３９
８０ ３２ ４６ ４４ ６２ ３９
８１ ３３ ４６ ４５ ６３ ４０
８２ ３３ ４６ ４５ ６４ ４０
８３ ３３ ４７ ４５ ６５ ４０
８４ ３４ ４７ ４５ ６６ ４０
８５ ３４ ４７ ４６ ６７ ４１
８６ ３４ ４７ ４６ ６８ ４１
８７ ３５ ４７ ４６ ６９ ４１
８８ ３５ ４８ ４６ ７０ ４１
８９ ３５ ４８ ４７ ７１ ４１
９０ ３６ ４８ ４７ ７２
９１ ３６ ４８ ４７ ７３
９２ ３６ ４８ ４７ ７４
９３ ３７ ４９ ４７ ７５
９４ ４９ ４７
９５ ４９ ４７

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

八



９６ ４９ ４８
９７ ４９ ４８
９８ ５０ ４８
９９ ５０ ４８
１００ ５０ ４８
１０１ ５０ ４８
１０２ ５０ ４８
１０３ ５１ ４９
１０４ ５１ ４９
１０５ ５１ ４９
１０６ ５１ ４９
１０７ ５１ ４９
１０８ ５２ ４９
１０９ ５２ ４９
１１０ ５２
１１１ ５２
１１２ ５２
１１３ ５２
１１４ ５２
１１５ ５２
１１６ ５２
１１７ ５３
１１８ ５３
１１９ ５３
１２０ ５３
１２１ ５３
１２２ ５３
１２３ ５３
１２４ ５３
１２５ ５３

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

九



八
十
五
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
以
上

五
万
五
千
円

八
十
五
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
以
上

九
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満

九
十
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

五
万
七
千
六

六
万
円

「

「

」

」

別
表
第
六
の
表
中

を

に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
号
給
の
切
替
え
）

２

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
別
表
第
一
の
給
料
表
の
適
用

を
受
け
て
い
た
職
員
で
あ
っ
て
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
が
附
則
別
表
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
職
務
の
級
で
あ
っ
た
も
の
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
（
次
項
及
び
同
表
に
お
い
て
「
新
号
給
」

と
い
う
。
）
は
、
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
及
び
同
日
に
お
い
て
そ
の

者
が
受
け
て
い
た
号
給
（
同
表
に
お
い
て
「
旧
号
給
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る
号
給
と
す

る
。

（
切
替
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
）

３

切
替
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
及
び
企
業
局
長
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
の

切
替
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し

た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
企
業
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
扶
養
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４

切
替
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
の
大
分
県
企
業
局
職
員
の
給
与
に

関
す
る
規
程
（
以
下
「
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項

中
「
一
万
三
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
千
円
」
と
、
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
、
改
正
後
の
条
例
第

四
条
第
二
項
第
六
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
五
千
円
と
す
る
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
対

し
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
対
し
て
は
、
支
給
せ
ず
、
条
例
第
四
条
第
二
項
第
六
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族

に
係
る
扶
養
手
当
は
、
企
業
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も

の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し

て
企
業
局
長
が
定
め
る
職
員
に
対
し
て
は
」
と
す
る
。

５

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
の
給
与
規
程
第
十
三

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
一
万
三
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
二
千
円
」
と
、

「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
、
改
正
後
の
条
例
第
四
条
第
二
項
第
六
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て

は
三
千
五
百
円
と
す
る
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
対
し
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
対
し
て
は
、
支
給
せ

ず
、
条
例
第
四
条
第
二
項
第
六
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
係
る
扶
養
手
当
は
、
企
業
職
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
企
業
局
長
が
定
め
る
職
員
に
対
し
て
は
」
と

す
る
。

（
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

６

切
替
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
の
月
額
は
、
改
正
後
の
給
与
規

程
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
料
、
管
理
職
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計

額
に
、
県
職
員
等
の
例
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

一
〇



旧号給 新 号 給
３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １
２ １ １ １ １ １ １ １
３ １ １ １ １ １ １ １
４ １ １ １ １ １ １ １
５ １ １ １ １ １ １ １
６ ２ １ １ １ １ １ １
７ ３ １ １ １ １ １ １
８ ４ １ １ １ １ １ １
９ ５ １ １ １ １ １ １
１０ ６ ２ ２ １ １ １ １
１１ ７ ３ ３ １ １ １ １
１２ ８ ４ ４ １ １ １ １
１３ ９ ５ ５ １ １ １ １
１４ １０ ６ ６ ２ １ １ １
１５ １１ ７ ７ ３ １ １ １
１６ １２ ８ ８ ４ １ １ １
１７ １３ ９ ９ ５ １ １ １
１８ １４ １０ １０ ６ ２ １ ２
１９ １５ １１ １１ ７ ３ １ ２
２０ １６ １２ １２ ８ ４ １ ２
２１ １７ １３ １３ ９ ５ １ ２
２２ １８ １４ １４ １０ ６ １ ２
２３ １９ １５ １５ １１ ７ １ ３
２４ ２０ １６ １６ １２ ８ ２ ３
２５ ２１ １７ １７ １３ ９ ２ ３
２６ ２２ １８ １８ １４ １０ ２ ３
２７ ２３ １９ １９ １５ １１ ２ ４
２８ ２４ ２０ ２０ １６ １２ ３ ４
２９ ２５ ２１ ２１ １７ １３ ３ ４
３０ ２６ ２２ ２２ １８ １４ ３ ４
３１ ２７ ２３ ２３ １９ １５ ３ ５
３２ ２８ ２４ ２４ ２０ １６ ３ ５
３３ ２９ ２５ ２５ ２１ １７ ３ ５
３４ ３０ ２６ ２６ ２２ １８ ４ ５
３５ ３１ ２７ ２７ ２３ １９ ４ ６
３６ ３２ ２８ ２８ ２４ ２０ ４ ６
３７ ３３ ２９ ２９ ２５ ２１ ４ ６
３８ ３４ ３０ ３０ ２６ ２２ ４ ６
３９ ３５ ３１ ３１ ２７ ２３ ４ ６
４０ ３６ ３２ ３２ ２８ ２４ ４ ７
４１ ３７ ３３ ３３ ２９ ２５ ４ ７
４２ ３８ ３４ ３４ ３０ ２６ ５
４３ ３９ ３５ ３５ ３１ ２７ ５
４４ ４０ ３６ ３６ ３２ ２８ ５
４５ ４１ ３７ ３７ ３３ ２９ ５
４６ ４２ ３８ ３８ ３４ ３０
４７ ４３ ３９ ３９ ３５ ３１
４８ ４４ ４０ ４０ ３６ ３２
４９ ４５ ４１ ４１ ３７ ３３
５０ ４６ ４２ ４２ ３８ ３４
５１ ４７ ４３ ４３ ３９ ３５
５２ ４８ ４４ ４４ ４０ ３６
５３ ４９ ４５ ４５ ４１ ３７
５４ ５０ ４６ ４６ ４２ ３８
５５ ５１ ４７ ４７ ４３ ３９

附則別表 号給の切替表（附則第二項関係）
企業職給料表の適用を受ける職員

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

一
一



５６ ５２ ４８ ４８ ４４ ４０
５７ ５３ ４９ ４９ ４５ ４１
５８ ５４ ５０ ５０ ４６ ４２
５９ ５５ ５１ ５１ ４７ ４３
６０ ５６ ５２ ５２ ４８ ４４
６１ ５７ ５３ ５３ ４９ ４５
６２ ５８ ５４ ５４ ５０
６３ ５９ ５５ ５５ ５１
６４ ６０ ５６ ５６ ５２
６５ ６１ ５７ ５７ ５３
６６ ６２ ５８ ５８ ５４
６７ ６３ ５９ ５９ ５５
６８ ６４ ６０ ６０ ５６
６９ ６５ ６１ ６１ ５７
７０ ６６ ６２ ６２ ５８
７１ ６７ ６３ ６３ ５９
７２ ６８ ６４ ６４ ６０
７３ ６９ ６５ ６５ ６１
７４ ７０ ６６ ６６ ６２
７５ ７１ ６７ ６７ ６３
７６ ７２ ６８ ６８ ６４
７７ ７３ ６９ ６９ ６５
７８ ７４ ７０ ７０ ６６
７９ ７５ ７１ ７１ ６７
８０ ７６ ７２ ７２ ６８
８１ ７７ ７３ ７３ ６９
８２ ７８ ７４ ７４ ７０
８３ ７９ ７５ ７５ ７１
８４ ８０ ７６ ７６ ７２
８５ ８１ ７７ ７７ ７３
８６ ８２ ７８ ７８
８７ ８３ ７９ ７９
８８ ８４ ８０ ８０
８９ ８５ ８１ ８１
９０ ８６ ８２ ８２
９１ ８７ ８３ ８３
９２ ８８ ８４ ８４
９３ ８９ ８５ ８５
９４ ９０ ８６ ８６
９５ ９１ ８７ ８７
９６ ９２ ８８ ８８
９７ ９３ ８９ ８９
９８ ９４ ９０
９９ ９５ ９１
１００ ９６ ９２
１０１ ９７ ９３
１０２ ９８
１０３ ９９
１０４ １００
１０５ １０１
１０６ １０２
１０７ １０３
１０８ １０４
１０９ １０５
１１０ １０６
１１１ １０７
１１２ １０８
１１３ １０９

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

一
二



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長

高

野

信

一

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
二
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
」
を
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
」
を
「
及
び
前
二
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る

ま
で
の
」
に
改
め
、
「
と
あ
り
、
及
び
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員

が
、
企
業
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
」
」
を
削
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
限
る
。
」
の
下
に
「
第
十
八
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
配
偶
者
等
」
と
い

う
。
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
二
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
子
育
て
部
分
休
暇
）

第
十
八
条
の
三

子
育
て
部
分
休
暇
は
、
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
分
県
条
例
第
四
号
）
第
二
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
が
、
小

学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を
養
育
す

る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お

け
る
休
暇
と
す
る
。

２

子
育
て
部
分
休
暇
の
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
企
業
局
長
が
定
め
る
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と

認
め
ら
れ
る
時
間
と
す
る
。

３

子
育
て
部
分
休
暇
に
つ
い
て
は
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
給
与
規
程
第
二
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
勤
務
時
間
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
す
る
。

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
）

第
十
八
条
の
四

企
業
局
長
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た
こ

と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と

と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）

に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

企
業
局
長
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
四
月
一
日
か
ら

翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）

第
十
八
条
の
五

企
業
局
長
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施

二

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備

三

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置

別
表
第
二
の
二
十
一
の
項
の
原
因
の
欄
の
ロ
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
三

条
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
た
め
の
」
の
下
に
「
学
校
等
へ
の
出
席
停
止
若
し
く
は
」
を
加

え
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
の
学
校
等
の
行
事
の
う
ち
、

入
園
、
卒
園
又
は
入
学
の
式
典
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
式
典
へ
の
参
加
を
す
る
場
合

別
表
第
二
の
二
十
一
の
項
の
休
暇
の
期
間
の
欄
中
「
の
場
合
」
を
「
い
る
場
合
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長

高

野

信

一

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号

大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
項
及
び
第
六
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
改
め

る
。第

六
条
の
二
第
一
項
中
「
百
分
の
百
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

一
三



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〇
企
業
局
訓
令

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
二
号

本

局

事

業

所

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
期
末
手
当
及
び
奨
励
手
当
支
給
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
大
分
県
企
業

局
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長

高

野

信

一

第
十
一
条
第
二
項
第
十
一
号
中
「
承
認
」
の
下
に
「
又
は
就
業
規
程
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
一
号
中
「
百
分
の
二
百
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
十
五
」
に
、
「
百
分
の
二
百
五
十
五
」
を

「
百
分
の
三
百
七
十
五
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五
十
」
に
、

「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
八
十
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
三
号

本

局

事

業

所

大
分
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
二
年
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長

高

野

信

一

別
表
第
一
の
一
の
表
の
四
の
項
の
課
長
の
欄
並
び
に
別
表
第
三
の
二
の
項
の
事
業
所
の
長
の
欄
及
び
部
長

及
び
室
長
の
欄
中
「
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
の
四
ま
で
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
四
号

本

局

事

業

所

大
分
県
企
業
局
職
員
服
務
規
程
（
平
成
二
年
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長

高

野

信

一

目
次
中
「
第
五
十
五
条
」
を
「
第
五
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
子
育
て
部
分
休
暇
）

第
二
十
七
条
の
四

職
員
は
、
就
業
規
程
第
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
所
属
長
に
願
い
出
る
と
と
も
に
、
当
該
休
暇
の
期
間
及
び
取
得

時
間
並
び
に
当
該
休
暇
を
必
要
と
す
る
事
由
を
記
入
し
た
書
類
を
提
出
し
て
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
五
号

本

局

事

業

所

臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長

高

野

信

一

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
別
表
第
二
の
六
の
項
及
び
十
二
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
」
を
「
別
表
第
二

の
五
の
項
」
に
改
め
、
「
次
項
並
び
に
」
を
削
り
、
「
六
箇
月
以
上
の
」
を
「
一
年
以
上
の
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
（
別
表
第
三
の
二
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
任
用
期
間
が
六
箇
月
以
上
と
定
め
ら
れ

た
臨
時
的
任
用
職
員
又
は
大
分
県
企
業
局
の
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が
一
年
以
上
の
臨
時
的
任

用
職
員
に
、
同
表
の
七
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
任
用
期
間
が
六
箇
月
以
上
と
定
め
ら
れ
た
臨
時
的

任
用
職
員
又
は
大
分
県
企
業
局
の
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が
六
箇
月
以
上
の
臨
時
的
任
用
職
員

に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
同
表
の
上
欄
」
を
「
別
表
第
三
の
上
欄
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

中
「
別
表
第
二
の
六
の
項
及
び
十
二
の
項
か
ら
十
四
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
七
の
項
及
び
十
三
の
項
か
ら

十
五
の
項
」
に
、
「
別
表
第
三
の
四
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
三
の
項
」
に
改
め
る
。

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
訓
令
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

一
四



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

別
表
第
二
の
十
五
の
項
を
同
表
の
十
六
の
項
と
し
、
同
表
の
十
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
項
を
同

表
の
十
五
の
項
と
す
る
。

十
五

臨
時
的
任
用
職
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

イ

配
偶
者
、
父
母
、
子
（
就
業
規
程
第
七
条

の
二
第
一
項
及
び
別
表
第
二
の
二
十
一
の
項

に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
祖
父
母
、
孫
及
び
配
偶
者
の
父
母

の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た

こ
れ
ら
の
者
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い

う
。
）
を
行
う
場
合

ロ

義
務
教
育
終
了
前
の
子
の
母
子
保
健
法
第

十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
健
康
診
査
、
学
校
保
健
安
全
法

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
十

一
条
に
規
定
す
る
健
康
診
断
若
し
く
は
予
防

接
種
の
付
添
い
又
は
感
染
症
の
予
防
の
た
め

の
学
校
等
へ
の
出
席
停
止
若
し
く
は
学
校
等

の
臨
時
休
業
に
よ
り
自
宅
待
機
す
る
そ
の
子

の
世
話
を
行
う
場
合

ハ

九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
の
学
校
等
の
行

事
の
う
ち
、
入
園
、
卒
園
又
は
入
学
の
式
典

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
式
典
へ
の
参
加
を
す

る
場
合

任
用
期
間
に
お
い
て
五
日
（
義
務
教
育
終
了
前

の
子
が
二
人
以
上
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十

日
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
の
都
度
必
要
と

認
め
ら
れ
る
日
又
は
時
間

別
表
第
二
の
十
三
の
項
中
「
別
表
第
三
の
五
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
四
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表

の
十
四
の
項
と
し
、
同
表
の
五
の
項
か
ら
十
二
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
の
四
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五

負
傷
又
は
疾
病
（
公
務
上
の
も
の
を
除

く
。
）
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の

勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合

任
用
一
年
目
に
付
与
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
の

日
数
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ
の
都
度
必
要
と
認

め
ら
れ
る
期
間

別
表
第
三
中
二
の
項
を
削
り
、
三
の
項
を
二
の
項
と
し
、
四
の
項
を
三
の
項
と
し
、
五
の
項
を
四
の
項
と

し
、
六
の
項
を
五
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六

臨
時
的
任
用
職
員
が
、
就
業
規
程
第
十
八
条

の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
子
を
養
育
す
る
た

め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し

な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必

要
と
認
め
ら
れ
る
時
間

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
六
号

本

局

事

業

所

大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長

高

野

信

一

第
三
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

総
務
課
長
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
募
に
よ
ら
な
い
で
選
考
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
同
一

の
者
を
大
分
県
企
業
局
に
お
い
て
五
年
を
超
え
て
引
き
続
き
任
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
者
が
現
に
任
用
さ
れ
て
い
る
職
の
職
務
に
高
い
適
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

同
一
の
者
が
長
く
当
該
職
に
任
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

三

当
該
職
に
つ
い
て
公
募
に
よ
る
選
考
を
行
っ
た
と
し
て
も
人
材
の
確
保
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
こ

と
。

第
十
七
条
の
六
中
「
百
分
の
二
百
五
」
を
「
百
分
の
三
百
十
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
別
表
第
二
の
六
の
項
、
十
二
の
項
及
び
十
三
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
五
の

項
」
に
改
め
、
「
又
は
大
分
県
企
業
局
の
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が
六
箇
月
以
上
の
会
計
年
度

任
用
職
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
五
の
項
及
び
六
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
六
箇
月
以
上
の

任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
大
分
県
企
業
局
の
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間

が
六
箇
月
以
上
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
、
同
表
の
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
別
表
第
二

の
六
の
項
、
十
二
の
項
及
び
十
三
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
七
の
項
、
十
三
の
項
及
び
十
四
の
項
」
に
改
め

る
。別

表
第
二
中
五
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
訓
令
）

一
五



五

負
傷
又
は
疾
病
（
公
務
上
の
も
の
を
除

く
。
）
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の

勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合

一
の
年
度
に
お
い
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の

当
該
年
度
の
勤
務
日
数
に
応
じ
て
、
別
表
第
一

の
一
年
間
の
勤
務
日
数
の
区
分
ご
と
に
同
表
の

継
続
勤
務
年
数
の
部
の
初
年
度
の
項
に
掲
げ
る

日
数
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ
の
都
度
必
要
と
認

め
ら
れ
る
期
間

別
表
第
三
の
五
の
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
」
を
「
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
の
原
因
の
欄
中
「
そ
の
子
の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は

疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
の
こ
と
を
い
う
。
）
又
は
そ
の
子
の
母
子
保
健
法
第
十
二
条
第
一
項
若
し

く
は
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
査
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）

第
十
一
条
に
規
定
す
る
健
康
診
断
若
し
く
は
予
防
接
種
の
付
添
い
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
」
に
改
め
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

そ
の
子
の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
の
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う

場
合

ロ

そ
の
子
の
母
子
保
健
法
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
査
、

学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
健
康
診
断
若
し
く

は
予
防
接
種
の
付
添
い
又
は
感
染
症
の
予
防
の
た
め
の
学
校
等
へ
の
出
席
停
止
若
し
く
は
学
校
等
の

臨
時
休
業
に
よ
り
自
宅
待
機
す
る
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
場
合

ハ

そ
の
子
の
学
校
等
の
行
事
の
う
ち
、
入
園
、
卒
園
又
は
入
学
の
式
典
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
式
典

へ
の
参
加
を
す
る
場
合

第
四
号
様
式
中
「、

連
続
す
る
５
年
の
範
囲
内
で

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
訓
令
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

一
六


